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中
出
張
所
で
は
、
中
出
張
所
複
合
新
庁
舎
の

機
能
向
上
や
現
中
出
張
所
等
の
跡
地
利
用
に
つ

い
て
の
方
針
を
決
定
す
る
た
め
の
検
討
委
員
会

を
６
月
23
日
か
ら
開
催
い
た
し
ま
す
。
委
員
会

に
は
地
区
住
民
の
皆
様
に
も
委
員
と
し
て
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
す
。
会
議
は
公
開
し
て
い
ま
す

の
で
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

１
．
委
員
会
の
役
割 

 

検
討
委
員
会
に
お
い
て

協
議
、
検
討
す
る
事
項
は
次

の
と
お
り
で
す
。 

・
隠
岐
の
島
町
中
出
張
所

複
合
新
庁
舎
の
機
能
向
上

に
関
す
る
こ
と 

・
中
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

等
の
跡
地
利
用
に
関
す
る

こ
と 

 
 
 

【
掲
載
記
事
一
覧
】 

① 

中
出
張
所
複
合
新
庁
舎
等
活
用
検

討
委
員
会
の
開
催
に
つ
い
て 

２
．
委
員
構
成
・
人
数 

 

検
討
委
員
会
の
委
員
は

次
の
方
々
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。 

① 

中
地
区
５
地
区
の
区
長

様 

５
名 

② 
５
地
区
区
長
様
が
推
薦

す
る
地
区
の
方 

５
名 

③ 

隠
岐
の
島
町
職
員
等 

５
名 

計
15
名 

３
．
委
員
委
嘱
期
間 

委
員
の
皆
様
に
協
議
検

討
い
た
だ
く
期
間
は
、
令
和

５
年
３
月
末
ま
で
を
予
定

し
て
い
ま
す
。 

開催時期・主な議題※予定 

 第１回  ６月 23日（木） 設計案提示、意見聴取 

 第２回  ７月 ７日（木） 設計変更案提示、意見聴取 

 第３回  ７月 21日（木） 最終設計案提示、跡地利用案提示 

 第４回 10月 ６日（木） 跡地利用変更案提示 

 第５回 11月 15日（火） 跡地利用最終案提示、意見まとめ 

 ※会議時間はいずれも夜間（19：00～21：00）を予定しています。 

 ※会場はいずれも中老人福祉センター２階大集会室で行います。 

～新庁舎の機能向上と現中出張所
等の跡地利用を検討～ 

中出張所複合新庁舎等 
検討委員会が始まります 

４
．
委
員
会
の
進
め
方 

 

検
討
委
員
会
は
、
設
計
業

者
か
ら
の
説
明
に
対
す
る

質
疑
応
答
や
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
話
し
合
い
、
意
見

を
ま
と
め
て
発
表
を
行
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
を

交
え
な
が
ら
実
施
さ
れ
ま

す
。 

今
後
の
予
定
は
下
記

の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

５
．
検
討
委
員
会
傍
聴
の
際

の
注
意
事
項 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
マ

ス
ク
を
着
用
し
て
ご
来
場

く
だ
さ
い
。
な
お
、
感
染
拡

大
状
況
に
よ
っ
て
は
入
場

制
限
等
の
措
置
を
と
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。 

 

・
傍
聴
さ
れ
る
方
は
、
質
問

や
発
言
は
で
き
ま
せ
ん
。 

・
そ
の
他
、
進
行
が
妨
げ
ら

れ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合

は
、
退
出
を
お
願
い
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。 

 


